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会  議  録 

会議の名称 西東京市介護保険運営協議会第７回会議 

開催日時  平成 29年 10月 12日（木曜日）午後２時 26分から午後３時４分まで 

開催場所  田無庁舎３階庁議室 

出 席 者 

（委 員）金子委員長、須加副委員長、赤司委員、石塚委員、松本委員、 

内田委員、江刺家委員、小平委員、髙橋委員、梅田委員、 

伊藤委員、武田委員、平塚委員、平松委員、前川委員 

 

（事務局）健康福祉部長、ささえあい・健康づくり担当部長、高齢者支援課

長、介護保険担当課長、他６人 

議   題 （１）前回会議録の確認 

（２）第６期計画の実績検証 

（３）その他 

会議資料  

の 名 称 

（事前送付資料） 

介護保険運営協議会第６回会議 会議録（案） 

資料１ 西東京市 介護保険事業の現況及び推移 

 

（当日配布資料） 

資料１ 西東京市 介護保険事業の現況及び推移（差替え版） 

参考資料 介護保険運営協議会開催日程について（予定） 

記録方法  □全文記 □発言者の発言内容ごとの要点記録 ■会議内容の要点記録 

 

会 議 内 容 

１ 開会 

 

２ 議題 

（１）前回会議録の確認 

○委員長： 

前回会議録の確認について、内容の修正、変更等はあるか。（意見なし） 

 

○委員長： 
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承認を得られたということで取り扱う。 

 

（２）第６期計画の実績検証 

○委員長： 

議題（２）第６期計画の実績検証について 事務局から説明をお願いする。 

 

○事務局： 

西東京市 介護保険事業の現況及び推移（資料１）について説明 

 

○委員： 

１点目、介護認定の申請者で、申請したが認定されなかった方がどの程度いるのかについ

て知りたい。また、様々なデータを示していただき、西東京市のデータが他区市町村と比べ

て記載されているが、なぜこのような結果となっているのかその要因を示していただきた

い。 

２点目、お示しいただいた資料は骨子案とどのようにリンクするのか。 

３点目、資料１で示されている各図表での時系列の範囲が異なっており、統一されたほう

よいかと思う。 

４点目、骨子案の 13頁に「事業対象者数」とあるが、どのような意味か。総合事業のこと

か。 

 

○事務局： 

１点目、西東京市では、申請の段階で地域包括支援センター等が相談を受けており、要介

護に該当するかしないかについて一定程度のアセスメントをした上で申請をしている。この

ため、基本的に要介護認定を申請した方はほとんど認定となっている。 

また、要介護認定率の高さについては、見守りが必要な方も含めてどう支援をするかとい

うときに、要介護認定の申請をし、必要なときに必要なサービスを受けられるように準備を

していこうという風土を持ってきた歴史があるためだと思っている。 

さらに、高齢者の中でも 75 歳以上の後期高齢者と 65 歳から 74 歳までの前期高齢者とに

分けることができるが、西東京市では平成 24 年の段階で後期高齢者が前期高齢者を上回っ

ており、75歳以上の人口の方が多い現状がある。ましてや 80歳になると年齢が高くなるた

め、要介護認定を受けるような介護が必要になる比率が極端に高くなるということの地域特

性もあり、認定率は比較的高いと分析している。 

２点目、資料１については第６期の現状をお伝えするという趣旨で作成したものであるた

め、実際に骨子案にこのまま入るわけではない。 

３点目、御指摘のとおりで、分かりやすく補足する。 

４点目、介護予防・日常生活支援総合事業の略称を総合事業というが、総合事業を利用で

きる方は要支援１、２の認定を受けている方か事業対象者である。このうち事業対象者とい
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うのは要介護認定を持っていないが、基本チェックリストに基づいて認定された方である。 

 

○委員： 

要介護１、２の割合が多いことからも、西東京市では要介護が認定されやすいということ

と認識している。 

しかし、認定が受けやすいということは、一度認定を受ければ、介護保険を利用しての

手厚いサービスが利用できるということになり、地域包括ケアシステムの中での「地域住民

による支えあい活動の推進」という方向性からは逆行しているのではないかと思う。 

 

○委員長： 

健康寿命の延伸に努めながら、予防サービスで対応できる期間も延ばしていく。そして、

若いうちから要介護度が高くならないようにしていく。突然、要介護度が高くなり、お金も

たくさん使うということができるだけないよう、予防の段階で様々な取組みを行うことが地

域包括ケアの一つのやり方になると思うため、工夫が必要かと思う。 

これから西東京市の財源の問題も当然出てくる。手厚いサービスが必要になった際には、

当然多くの財源を投入しなければならないが、そこに至るまでの期間において、地域資源を

使いながらその期間を延ばしていくことが重要だと思う。 

 

（３）その他 

○委員長： 

議題（３）「その他」について、事務局から説明をお願いする。 

 

○事務局： 

次回の会議は、11 月 16日（木）に田無庁舎３階の庁議室で、午後１時からの高齢者保健

福祉計画検討委員会の後に開催する。 

 

○委員長： 

以上で、第７回西東京市介護保険運営協議会を終了する。 

 

 閉 会 

 


